
 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
総
務

省
告
示
第
千
九
十
四
号
（
航
空
機
に
施
設
す
る
無
線
設
備
の
機
器
の
型
式
検
定
合
格
の
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



  

 

 
    

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

改 
 

正 
 

前 

１
 

検
定

規
則

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
合

格
の

条
件

（
航

空
機

に
施

設
す

る
無
線

設
備

の
機

器
の

機
械

的
及

び
電

気
的

条
件

に
限

る
。

）
 

［
表

略
］
 

注
 

こ
の

表
の

試
験

方
法

及
び

条
件

の
欄

に
つ

い
て

、
外

国
に

お
い

て
型

式
検
定

に
合

格
し

て
い

る
も

の
に

あ

っ
て

は
、

当
該

検
定

に
お

け
る

試
験

方
法

及
び

条
件

に
よ

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

１
 

［
同

左
］

 

 ［
表

同
左

］
 

注
 

こ
の

表
に

お
い

て
、

略
字

は
、

計
量

法
に

基
づ

く
計

量
単
位

を
表

す
。
 

 

２
 

検
定

規
則

別
表

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
機

器
の

構
造

及
び
性

能
の

条
件
 

機
 

 
 

種
 

条
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

件
 

航
空

機
用

気
象

レ
ー

ダ
ー

の
機

器
 

１
 

5
.
3
5
G
H
zか

ら
5
.
4
7G
H
z
ま

で
又

は
9
.
3
GH
z
か

ら
9
.5
G
H
z
ま

で
の

周
波
数

の
電

波
を

使
用

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
略

] 
［

略
］
 

 

２
 

［
同

左
］
 

機
 

 
 

種
 

条
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

件
 

［
同

左
］
 

１
 

Ｐ
０

Ｎ
電

波
5
.
3
5
GH
z
か

ら
5.

4
7
G
H
z
ま
で

、
又

は
9
.
3
G
H
zか

ら
9
.
5
G
Hz
ま
で

を
使

用
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

［
２

・
３

 
同

左
］
 

［
同

左
］
 

［
同

左
］
 

 

３
 

検
定

規
則

別
表

第
８

号
の

規
定

に
よ

る
使

用
す

る
環

境
の
記

号
 

［
表

略
］
 

注
 

こ
の

表
の

使
用

す
る

環
境

の
欄

及
び

記
号

の
欄

に
つ

い
て

、
外

国
に

お
い
て

型
式

検
定

に
合

格
し

て
い

る

も
の

に
あ

っ
て

は
、

当
該

検
定

に
お

け
る

使
用

す
る

環
境

及
び

記
号

に
よ
る

こ
と

が
で

き
る
。

 

３
 

［
同

左
］
 

［
表

同
左

］
 

［
新

設
］

 

 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 


